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第 1章 総論 
1.基本的な考え方 
 2011 年 7 月 24 日の地上デジタル放送への完全移行まで、残り 800 日を切っている。今
後、このわずかな期間で、すべての国民がデジタル放送に対応できるような環境を整備す
るためには、多くの課題がある。しかし、デジタル放送への完全移行は、我が国全体、ま
た国民一人一人が、大きなメリットを享受するために、必ず実現していかなくてはいけな
い。 
また、放送分野だけではなく、通信分野でもブロードバンド化が進むとともに、携帯電

話等携帯端末での情報のやりとりが一般化している状況や、諸外国においてデジタル放送
への完全移行が着々と進められている状況を踏まえれば、アナログ放送からデジタル放送
への移行は不可避である。 
当審議会では、デジタル放送の利活用を中心に取りまとめた「第 1 次中間答申」（2004

年 7 月）以降、累次の中間答申でデジタル放送推進に関する提言を行ってきた。第 5 次中
間答申(2008 年 6 月)では、第 4次中間答申(2007 年 8 月)で洗い出された課題を踏まえ、デ
ジタル放送に完全移行するために必要と考えられる施策を、完全移行の時期(2011 年 7 月)
から逆算して体系的に整理し提言をしたところである。第 5 次中間答申を踏まえて、関係
者は様々な取組を行うとともに、第 5 次中間答申の提言以後も、当審議会における議論を
踏まえて、施策の改善や新たな施策の実施など取組を強化してきた。 
このような取組の結果、国民のご理解やデジタル受信機の普及はある程度進んだと考え

られるが、これからが正念場である。また、共聴施設のデジタル化対応についても、計画
的な対応が必要な時期になっている。 
今後は、国民の方々に、デジタル化の意義・方法等についてご理解いただくことは勿論

のこと、行動に移していただくための取組が急務となる。 
まずは、デジタル放送への完全移行の必要性・意義を再度明確化するとともに、政府、

放送事業者、メーカー、販売事業者、地方公共団体、消費者団体など関係者が一層連携し
て行動することが必要である。アナログ放送終了までに対応すれば良いと考えている方々
が多い中で、特に対応方法に関する情報が不足しているためにデジタル未対応の方々に、
すみやかに行動を起こしていただけるよう、関係者が一丸となって、必要なあらゆる手段
を講じ、広範な働きかけや支援を行っていくことが不可欠である。 
以上のような考え方を基本に、本中間答申を提言する。 
なお、地上デジタル放送への完全移行に向けて、経済環境等の変化により、本中間答申

で想定していないような新たな課題が生じるような場合には、関係者が協力して臨機応変
に対応していくことが必要である。 
 

2.放送のデジタル化の意義 
地上デジタルテレビ放送は、平成 13(2001)年の電波法改正等により国の政策として導入

が決定され、平成 15(2003)年 12 月に三大都市圏で開始された。また、平成 18(2006)年 12
月には、全放送事業者のデジタル親局が開局し、全都道府県でデジタル放送を視聴するこ
とが可能となった。 
この地上デジタル放送への移行については、アナログテレビ放送を受信していた世帯が

デジタルテレビ放送を受信するためには、一定の経済的負担がかかることとなるが、日本
が、世界で最先端のＩＣＴ国家としての高度な情報通信の基盤を構築し、国民一人一人が
高度情報通信技術のメリットを享受できるようにするとともに、増大する周波数需要にこ
たえていくためには、地上放送のデジタル化は不可欠である。 
 これは、地上デジタル放送への移行による視聴者にとってのメリットであるとともに、
国民全体にとってのメリットでもある。 
視聴者にとってのデジタル化のメリットとしては、例えば、高画質・高音質によるテレ

ビ番組を見ることができる（大画面でもきれいなハイビジョン映像を楽しむことができる）
ことのほか、データ放送や「ワンセグ」、マルチ編成など、アナログテレビ放送では実現困
難であった新しいサービス利用が可能となることなどがある。また、電子番組表（ＥＰＧ）
の標準化により今後の放送番組を画面上で確認・予約が可能になることや、字幕放送の標
準化により耳の不自由な方が番組を楽しんだり音が出せない場所等で番組を見ることが可
能となるなどのメリットもある。 
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 国民全体としてのデジタル化のメリットとしては、例えば、周波数利用の観点からアナ
ログテレビ放送時に使用していた周波数の約 65％に効率化が図られるため、残りの周波数
は、周波数ニーズの高まっている他の用途（①需要の増大により周波数の確保が必要とな
る携帯電話等の「電気通信」、②より安全な道路交通社会の実現に必要な「高度道路交通シ
ステム（ＩＴＳ）」、③安心安全な社会の実現等のためにブロードバンド通信が可能な「自
営通信」、④移動体向けのマルチメディア放送等テレビジョン放送以外の「放送」）に用い
ることが可能となることである。この空き周波数の利用については、現在、ワイヤレスブ
ロードバンド時代を踏まえたシステムの検討が行われている。 
なお、諸外国においてもアナログ放送からデジタル放送への移行が進められている。欧

米では、2000 年代初頭を中心にデジタルテレビ放送が開始されている。また、アジア諸国
でも順次デジタルテレビ放送が開始され又は開始される予定である。既に、オランダ（2006
年終了）、スウェーデン（2007 年終了）、フィンランド（2007 年終了）ドイツ（2008 年終
了）などでは、アナログ放送を終了している。アメリカでは、2009 年 1 月にハワイ州でア
ナログ放送を終了し、同年 6 月には他州でもアナログ放送を終了する予定である。フラン
ス（2011 年終了予定）、イギリス（2012 年終了予定）、韓国（2012 年終了予定）などでも、
アナログ放送終了に向けて取り組んでいる。このような状況を踏まえ、我が国でも世界の
潮流に取り残されないよう早期に完全デジタル化を行う必要があり、また放送番組の流通
（グローバルマーケット）の観点からも意義があると考えられる。 
また、我が国で開発された地上デジタル放送に係る技術方式は、一つの放送電波におい

てハイビジョン放送と「ワンセグ」が同時に実現できることや優れた移動受信特性など、
その優位性が国際的にも高く評価されブラジル、ペルーで採択されるともに、その他南米
及びアジア諸国において採用の検討が続いている。現在、官民連携して推進されている国
際展開の活動は、我が国のＩＣＴ産業の国際競争力の強化を促し、経済成長を牽引するも
のとして期待でき意義あるものである。 
 
3.第 5 次中間答申を踏まえた取組 
平成 20(2008)年 6 月の第 5 次中間答申では、「アナログ放送を円滑に終了させるために

必要な施策は何か」という観点を中心に、第 4 次中間答申でさらに検討を行うこととされ
ていた事項を含めて、最終段階の残りの期間で実施すべきことをすべて盛り込むこととし
た。 
 第 5 次中間答申を踏まえて、総務省では、平成 20(2008)年 7 月に「地上デジタル放送推
進総合対策」を策定するとともに、平成21(2009)年度予算に必要な予算措置を講じている。
具体的には、デジタル受信相談体制の充実・強化、高齢者・障害者への働きかけ・サポー
ト、ＮＨＫ受信料全額免除世帯への受信機器購入等の支援、辺地共聴施設の改修等支援、
都市受信障害施設の改修支援、暫定的な衛星利用による難視聴対策、デジタル中継局の整
備支援、デジタル混信対策、ケーブルテレビのデジタル化支援、アナログ放送終了リハー
サルの実施などの予算措置を講じ、各施策に取り組んでいる。 
 特に、具体的な受信者支援を行うための地域における拠点として、総務省では、平成
20(2008)年 10 月に全国 11 か所に「総務省テレビ受信者支援センター」を設置し、平成
21(2009)年 2月にはその拠点をすべての都道府県、51か所に拡充したところである。なお、
同支援センターの愛称は、公募により「デジサポ」に決定している。 
 デジサポは、 
① 「総務省地デジコールセンター」に対して一般の方から寄せられた問い合わせのうち、
個別・専門的な案件について相談対応を行ったり、必要な場合に現地調査を行うといっ
た、国民からの問い合わせに対応した活動を行うとともに、 

② 特に平成 21(2009)年度からは、地上デジタル放送に対応するために必要な情報が届き
にくいと考えられる高齢者や障害者等に対するきめ細かな説明会や、デジタル化対応の
遅れている共聴施設（特に受信障害対策共聴施設、集合住宅共聴施設）の施設管理者等
を訪問し、必要な助言等を行う等の能動的な活動を行う 

ための拠点として、地方公共団体や関係事業者、関係団体をはじめ、様々な関係者の協力
を得ながら、具体的な活動を開始している。 
 また、デジタル放送への移行完了のための関係省庁連絡会議では、第 5 次中間答申を踏
まえて、平成 20(2008)年 7 月に、「地上デジタル放送への移行完了のためのアクションプ
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ラン 2008」を策定し、各省庁が実施すべき施策を取りまとめるとともに、各省庁では同ア
クションプランを着実に実行しているところである。具体的には、公共施設のデジタル化、
公共施設等による受信障害への対応、廃棄・リサイクル対策、悪質商法等対策、国民視聴
者に対する周知広報の充実、デジタル受信機の普及、放送基盤の整備、地上デジタル放送
の有効活用などの施策について、関係省庁が役割分担をし、また連携・協力して取り組ん
でいる。 
 さらに、地上デジタル推進全国会議では、第 5次中間答申を踏まえて、平成 20(2008)年
12 月に「デジタル放送推進のための行動計画（第 9 次）」を策定し、政府、放送事業者、
ケーブルテレビ事業者、受信機メーカー、販売事業者、工事業者、地方公共団体など関係
者が協力・連携して同計画の実施に取り組んでいる。 
 

4.第 6 次中間答申の役割 
 このような状況を踏まえて、本中間答申の審議にあたっては、①第 5 次中間答申で提言
した施策の実施状況のフォローアップを行うとともに、②第 5 次中間答申で今後の検討課
題となった事項の審議及び③第 5 次中間答申で盛り込まれていない新たな課題の検討も併
せて行った。 
 我が国では、アナログ放送の終了期限を平成 23(2011)年 7 月 24 日と決め、そこから逆
算して必要な準備を検討し、あらゆる関係者が共通の目標に向かって取り組んでいるが、
そのデッドラインまで残り 800 日を切った。 
 残された期間で関係者が連携・協力して万全の取組を行い、所期の目標を確実に達成で
きるよう、第 2 章以下では、次のような観点から実施すべき施策等について提言を行って
いる。 
(1) 国民の理解醸成については、アナログ放送終了や終了時期についての認知度は高ま
っているが、地上デジタルテレビ放送を視聴するための具体的な作業・手続きに関する
認知度はまだ低いことから、さらに具体的なデジタル化への対応情報に関する多様な周
知広報が必要である。また、経済波及効果の観点からも、「なぜデジタル化に完全移行す
るのか」について、国民に対して一層丁寧にわかりやくすく説明を行うことが求められ
る。 
(2) 受信側の課題については、平成 21(2009)年 3 月末時点における地上デジタル放送
対応受信機（デジタル受信機）の世帯普及が目標を下回っていることから、今後、①エ
コポイントを活用したデジタルテレビ普及促進や②経済的に困窮度が高い世帯等（ＮＨ
Ｋ受信料全額免除世帯）への受信機器購入等支援を実施することにより、当初の目標ど
おりの普及ができるよう、引き続き、関係者が危機感を持って、緊密に協力・連携して
取り組んでいく必要がある。特に、デジタル受信機の普及について、地域間格差が生じ
ていることを踏まえた取組が必要である。また、共聴施設（①辺地共聴施設、②受信障
害対策共聴施設及び③集合住宅共聴施設）でアナログ放送を視聴している世帯は、戸建
で直接受信をしている世帯よりもデジタル化対応が遅れており、この改善に向けた施策
に注力していく必要がある。 
(3) 送信側の課題については、平成 21(2009)年 3 月末時点におけるデジタル放送のカ
バーエリアは約 97％となり、今後も中継局ロードマップに沿ってデジタル中継局整備が
予定されていることから、現時点においては、電波カバーエリアの拡大は順調に進んで
いると評価できるが、引き続き、デジタル放送が視聴できなくなる地域の解消に向けて
の取組が必要である。 
 

第 2章 国民の理解醸成 
1.周知広報 
（1）現状 

①周知広報の取組 
これまで、総務省、放送事業者、社団法人デジタル放送推進協会（以下「Ｄｐａ」とい

う。）、販売事業者、地方公共団体等の関係者が協力・連携して、周知広報に取り組んでき
たところであり、例えば、次のような周知広報を実施している。 
総務省では、地上デジタル放送の普及促進とアナログ放送終了周知の両面について、各

種パンフレット・チラシ等の作成・配布、地上アナログ放送用受信機（アナログ受信機）
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に当該受信機が平成23(2011)年以降は単独での使用が不可能となる旨を告知するシールの
貼付、新聞・雑誌への広告掲載、公共施設等でのポスターの掲示、家電販売事業者等の店
員を対象とした講習会の開催、住民向け説明会、政府広報を活用した広報コンテンツの作
成などの取組を実施している。 
放送事業者では、Ｄｐａが制作したテレビスポットを年間各社 1000 本以上放送するとと

もに、放送番組において、地上デジタル放送のメリットや受信方法等について紹介してい
る。また、昨年 7 月からアナログ放送の画面右上に「アナログ」というマークを表示（Ｎ
ＨＫでは昨年 7 月から常時表示。民放では昨年 7 月からゴールデン・プライム帯で番組冒
頭表示、本年 1月から原則常時表示）し、アナログ放送視聴者への注意喚起を行ってきた。
民間放送事業者では、昨年 5 月から各系列局ごとに強化月間を設けて、報道番組や情報番
組等を通じた地デジについての周知を多彩に展開するとともに、年間を通して独自企画の
積極的な取組を推進している。ＮＨＫでは、デジタル放送の様々な疑問に答える番組（「デ
ジタルＱ」）を毎週日曜日に放送するとともに、広報番組、定時番組、特集番組等、多様な
番組で地デジに関する情報を取り上げていく取組を行っている。 
Ｄｐａにおいては、平成 20(2008)年度に「”地デジ準備”全国キャラバン＆受信説明会」

など、各種地デジ関連イベントを実施するとともに、ホームページに分かりやすい受信方
法の解説や地上デジタル放送が視聴できるエリアを示した「エリアのめやす」などを掲載
している。 
受信機メーカーにおいては上記アナログ受信機へのシール貼付に協力すると同時に、社

団法人電子情報技術産業協会（以下「ＪＥＩＴＡ」という。）を通じたパンフレットにおい
て地デジ対応を呼びかける活動などを行っている。 
地方公共団体では広報誌への掲載等により周知広報を実施している。 
販売事業者では、店内での掲示、専用相談窓口の設置、テレビＣＭなどで周知広報を行

っている。 
  
②総務省調査の結果 
このような周知広報の取組により、総務省が実施した「地上デジタルテレビ放送に関す

る浸透度調査」（平成 21(2009)年 3 月）（参考 6）の結果では、地上デジタルテレビ放送を
「知っている」と回答した人の割合（認知度）は 97．6％（昨年 3 月調査では 93．0％）、
地上アナログテレビ放送が終了することについての認知度は 97．7％（同 92．2％）と 3年
連続で 9割を超えた。また、その具体的な終了時期（「2011 年」）を知っていた人の割合は
89．6％（同 64．7％）であり、1 年前から 24．9％増加している。一方で、地上デジタル
テレビ放送を「知っている」と回答した人の中で、居住地域での地上デジタルテレビ放送
の視聴可否が分からない人が 1割程度いる状況である。 
なお、地上アナログテレビ放送の終了等に関する情報の認知経路は、テレビ（93．2％）

が最も多く、次いで新聞（41．6％）、家電量販店の店頭（23．0％）などとなっている。 
また、地上デジタルテレビ放送を視聴するための作業・手続きの認知度は、アンテナ改

修等が必要な場合があること（47．5％）、デジタルチューナー等と接続すればアナログテ
レビを引き続き使用可能であること（48．2％）、ブラウン管テレビを廃棄する場合に廃棄
料が必要であること（68．0％）などについて、5～7割程度以下に留まっている。 
 
③総務省コールセンターへの相談等の状況 

 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター（「総務省地デジコールセンタ
ー」）では、国民から電話で寄せられる地上デジタルテレビ放送の受信に関する質問・相談
に対応している。平成 20(2008)年度における相談等の件数は 185,871 件であり、前年度
（99,896 件）約 1.9 倍となった。特に、関東地域では、世帯あたりの相談等件数が多くな
っている（最も多い埼玉県では、全世帯の 0.511％から相談等があった）。コールセンター
の電話番号の入手先は、「放送」（31.7％）が最も多いが、「苦情など相談内容が厳しく、番
号入手先の聞き取りができない『不明』」(21.2％)も多くなっている。相談内容としては、
「受信方法」が 168,450 件で最も多く、次いで、放送事業者や販売事業者等の「案内」が
77,670 件、「受信障害・混信」が 60,377 件などが多くなっている。 
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          図 1  月別相談件数         図 2 相談件数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3  相談内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2）審議会における議論 
○ 民生委員に限らず広く広報活動に努めていただきたい。  

○ 広報活動は、伝えるだけではなく、伝えた先の実態をフィードバックすることにより、
実態を把握し対策を検討して実行することが重要である。  

○ 周知のレベルと技術相談の話の中で、ホームビデオ、レコーダーに対してどのような
状況になるのか、どのような対応をしたらいいのかということについても、何らかの形
で触れた方がよい。 

○ 受信対応についての広報活動をきめ細かく行う必要がある。 
○ 安価な方法で地デジに対応した人々は、アナログで見ていたときより視聴環境が悪く

なる可能性があることも周知する必要がある。 
○ 消費者は時間もお金もかけずに、使い勝手も今までのままに対応できたらいいと感じ

ている。そのためにもっとわかりやすい説明、もっと使いやすく設置・設定が易しい機
器、もっと負担を軽くできる選択肢が必要である。 

○ 1 月の総務省調査では、地デジの受信機をお持ちで未受信の世帯が 5.6％とのことだが、
アナログを見ていたことを承知の上でこの状態であったのであれば、こういう方々への
広報の仕方も一工夫が必要である。  
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○ 広報・啓発に関してワーキンググループの設置も含め、手段、内容、時期などについ
て議論する場が必要ではないか。メンバーには、広告宣伝に携わっているプロなどなど
を交え、多面的な議論を交わし、有効かつわかりやすく透明性の高いＰＲを行うべき。 

○ アナログの周波数を効率化してデジタルで活用するにあたってのビジョンについては、
跡地利用に関する方法論であるとか、新しい産業の創出などについて、以前よりは着実
に計画が進んでいるので、関係者は、その計画を踏まえて、具体的で説得力のある周知
や説明を進めていただきたい。 

○ 「きめの細かい周知広報と個別訪問が有効」である。デジサポを含めて日本では能動
的に、ローラー作戦で行っていくことの徹底が必要である。さらには、ハワイでも有効
であったように、地域ごとのコールセンターの設置が有効である。 

○ どの選択がベストなのかというピンポイントの情報提供がどこまで行われるかという
ことが、この後粛々と進むかどうかにかかってくると思うので、地域の受信実態に即し
た情報提供が非常に重要になる。  

○ 全体で周知できる方法論と地域での方法論がそれぞれあり、それぞれのケースで周知
内容が変わる部分はあると思う。それがうまく整理されることが大事である。  

○ アンテナ工事の促進にあたっては、工事情報の提供、受信相談の対応強化・周知徹底
及び放送等による周知をするとともに、デジサポを中心として進めなければいけない。 

○ 簡易アンテナの利用方法について、屋根の上のアンテナだと工事が必要だが、壁面へ
の取りつけやベランダへの取りつけで簡易アンテナが利用できることを周知していく必
要がある。また、必ずしも簡易アンテナの設置で受信が保証されるわけではないことを
告知していく必要がある。 

○ ケーブルテレビのデジアナ変換に関して、暫定運用期間・終了時期を国が明確にし、
国民に対し周知広報を徹底する必要がある。 

○ 世帯普及が目標に達していないのは、構造的にデジタル化しにくいセクターが残って
いるのではないか。例えば、関東域のＶＨＦアンテナがＵＨＦアンテナに変わっていな
いという現状もある。また、集合住宅や受信障害対策共聴などの課題もある。これら個
別の事例について、例えば 1 分メモのような形でテレビで放送していくなど、いろいろ
な方法を考えなければいけない。 

○ 今後、より一層相談が増えると思うので、地デジコールセンターの強化が必要。また、
各地域のデジサポで相談を受けられるような体制整備が必要。 

○ デジタル放送推進協会のサイトで、「ザ・たっちの地デジのは・て・な？」という動画
が、字幕・手話・音声解説付きで提供されている。このようなサイトは視聴覚障害者へ
の情報提供手段として非常に有効であるので、このようなサイトについて一層周知して
いくべき。 

○ インターネットを活用した周知広報を強化すべきである。お年寄りはあまりパソコン
を持っていないかも知れないが、子供や孫がそれを見ていて詳しく知っていて教えてあ
げるということもある。インターネット上での告知については、ユーザーのブログにも
張ってもらい、ユーザーの手を借りて広告するような手法も当たり前になっている。こ
のようなことも踏まえて周知広報を行うと効果があると思う。 

○ 販売の現場で知りたいのはトラブルの事例であり、販売事業者に対し、トラブルの事
例を反映したＱ＆Ａをフィードバックをすべきである。 

 
《オブザーバー等の意見》 
○ 広報・支援をする上で、自治体への対応、町内会レベルの草の根活動的な要素も含め

てきめ細かな説明会の実施が必要である。また、高齢者、障害者への対応も、いろいろ
な組織とＤｐａが連携して進めていくことが肝要である。 

○ Ｄｐａの周知広報、普及促進業務と支援センターの受信相談支援業務は、車の両輪の
ごとく、双方が密接に連携し、一体的に活動して、確実に成果を上げられるようにしな
ければならない。 

 
（3）提言 

総務省が実施した「地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査」（平成 21(2009)年 3
月時点）の結果を踏まえると、関係者の様々な周知広報の取組の結果、アナログ放送終了
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及びその時期は、多くの国民に周知されつつあると評価できる。今後、すべての国民に確
実に周知できるよう、放送事業者は、引き続き、テレビスポットや番組を活用した周知の
取組を強化すべきである。 
また、①デジタル放送を受信するためには、屋外アンテナ又は室内アンテナで直接受信

をする方法、共聴施設で共同受信をする方法、ケーブルテレビ等で受信する方法などの方
法があること、②地域や住居形態等により選択できる受信方法が限られていること、③ア
ナログ受信機をデジタル受信機を置換すればデジタル放送が視聴できる場合もあるがアン
テナや屋内配線の工事が必要な場合もあること、④共同受信施設でデジタル放送を受信す
るために工事が必要な場合には関係者の合意等のために相当の期間を要すること、⑤デジ
タル放送を視聴するためにはアナログテレビにデジタル対応録画機やデジタルチューナー
を取り付ける方法もあること、⑥どのような受信方法等を選択するかにより必要な経費が
相当程度異なること、⑦アナログ放送終了の直前には工事が集中し希望する時期に工事が
できない可能性があることなど、国民がデジタル放送に対応するために必要な情報を的確
に伝えていくべきである。 
このような情報を国民に正確に伝え、採り得る選択肢を理解していただくことが重要で

あり、今後、スポットや番組において一層具体的なデジタル化への対応のために必要な放
送を行うとともに、放送以外の手段による周知広報も必要である。そこで、全国 51 か所に
設置した総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）が中心となり、地方公共団体や地
元販売事業者等と協力して広報誌への掲載やポスターの掲出などにより周知広報の徹底を
図るとともに、ダイレクトメールによるお知らせや説明会・戸別訪問、インターネットの
活用など多様な周知広報手段を用いるべきである。 
なお、デジタル放送推進協会等のサイトでは、デジタル放送に関する有意義な情報提供

が行われている1ところであり、このようなサイトを有効活用することも、国民への周知広
報手段の 1つとして効果的であると考えられる。 
 

2.経済波及効果等 
（1）現状 
 デジタル放送への完全移行は、①高画質・高音質等の放送サービスの高度化や②電波の
有効利用が主な目的である。しかし、これら以外に、例えば、デジタル放送への移行によ
る経済効果などの効果が期待できる。 
地上デジタル放送への完全移行の経済効果については、デジタル放送が開始される前の

平成 10(1998)年 10 月に「地上デジタル放送懇談会」（旧郵政省の懇談会）が、その効果を
212 兆円と推計している。 
 その後、平成 13(2001)年の電波法改正等により、平成 23(2011)年 7 月にデジタル放送に
完全移行することが決定し、平成 15(2003)年からは三大都市圏で、平成 18(2006)年からは
全都道府県でデジタル放送が開始された。 
そこで、デジタル放送開始後の状況を踏まえて、あらためて、地上デジタル放送への完

全移行を実施することにより、どの程度の経済効果、経済波及効果、雇用誘発効果等が見
込めるのか等について、客観的な推計を行うために、総務省では「地上デジタル放送への
移行に伴う経済効果等に関する研究会」（座長：三友 仁志 早稲田大学国際学術院 大学
院アジア太平洋研究科教授）を開催し検討を行い、その結果を取りまとめ、本年 5 月に公
表した（参考 7参照）。 
 
（2）審議会における議論 
○ 停波後の全体額とされている数字は、ほとんど放送事業収入と受信料収入のようだが、

アナログ放送が続いていても、事業収入や受信料はあっただろうから、それが経済効果
とは納得できない。これを効果と呼ぶのはちょっと違うではないか。 

○ 非常に長期的な予測なので困難は伴うものと思うが、日本は少子高齢化で、これから
人口が急激に減少して行くということも踏まえて、経済波及効果を試算した方が良いの
ではないか。 

○ 研究会に参加した立場で申し上げるが、試算は極めて抑制的に行われた。これだけの

                         
1 デジタル放送推進協会のサイト（http://www.dpa.or.jp/）では、放送エリアのめやすやよくあるご質問への回答のほ

か、字幕・手話・音声解説付きの地デジの受信方法紹介動画などを掲載している。 
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国の大きな施策であるにもかかわらず、この 10 年間、こういった試算すら行われてこな
かったということが重要。 

○ 鳥取県の日南町で、お年寄りが自宅でケーブルテレビでお買い物ができるサービスの
実験が今年始まっている。こういうサービスを推進していきたいと考えているが、この
ようなサービスも経済波及効果と考えて良いのではないか。   

 
《オブザーバー等の意見》 
○ 「効果」と言うべきか、「産業規模」と言うべきかというのはあるかもしれないが、実

際にこれだけの事業規模があるので、現実に行われている部分もその計算のベースには
必要であり、そこのところを入れているが、あくまでも全体という形と純増という形で
分けて明示している。 

○ 放送事業収入や受信料の取扱いについては、平成 10 年の、既に行われているものも参
考にして、なるべく定義を変えないようにしている。 

○ ケーブルテレビは、今回の経済波及効果の推測では対象になっていないが、ケーブル
テレビでのサービスについて、地上波デジタルがそこで再送信されているということで
あれば、そのような効果も経済波及効果に含まれると思う。   

 
（3）提言 

地上デジタル放送への移行に伴う経済効果を定量的に推計すべき、という当審議会にお
ける提案を踏まえて、総務省では「地上デジタル放送への移行に伴う経済効果等に関する
研究会」を設置し、同研究会から取りまとめ結果が当審議会に報告されたところである。
同研究会では、直接効果2と経済波及効果3のそれぞれについて、純増分4との全体分5を推計
しているところ、直接効果の全体額が約 101 兆円（うち純増分約 27.8 兆円）、経済波及効
果の全体額が約 249 兆円（うち純増分約 69.2 兆円）等の取りまとめを行っている。なお、
このうち、アナログ放送で利用している周波数（アナログ放送跡地）で、新たなサービス
を展開することによる経済効果の全体額は 24.7 兆円（うち純増分 10.8 兆円）となってい
る。 
同研究会の取りまとめ結果から、地上デジタル放送への完全移行は、経済効果の観点か

らも意義があると評価できる。 
このような経済効果の推計結果を踏まえ、政府、放送局、メーカー、販売事業者、地方

自治体等の関係者が、「なぜデジタル化に完全移行するのか」について、国民に対して一層
丁寧にわかりやすく説明を行うことが求められる。 
なお、同研究会における試算は、一定の仮定に基づくものであり、経済波及効果だけが

誇張して周知されることのないよう留意することが必要である。 
また、昨年来の世界的な景気低迷の影響については算入していないことにも留意する必

要がある。 
 

第 3章 受信側の課題 
1.受信機普及 
（1）現状 

①出荷台数及び普及世帯数 
デジタル放送受信機6の出荷台数は、平成 21（2009）年 3月末現在では 4,969 万台（ＪＥ

ＩＴＡ、日本ケーブルラボ調べ）であり、これは、普及目標の「4,900 万台」を若干上回

                         
2 地上デジタル放送への移行に伴って直接的に発生する設備投資やサービス・事業の経済効果（売上）。 
3 直接効果が他の産業へ波及する効果であり、本研究会では、他産業への生産波及（1次波及）と所得増加によって喚起

された消費による各産業への生産波及（2次波及）の合計として推計。 
4 経済効果にはテレビ受信機の販売等のようにアナログ放送時代から存在するものもあるが、経済効果のうちデジタル化

によって市場規模が増加した「純増分」のこと。 
5 アナログ放送時代から存在するものも含めてデジタル化による経済効果の「全体額」のこと。 
6 本中間答申では、デジタルチューナーを搭載したテレビ、パソコン、チューナー、デジタルレコーダ、ケーブルテレビ

用ＳＴＢを、「デジタル放送受信機」とし、デジタル放送受信機に、デジタル放送用アンテナを加えたものを「デジタル

放送受信機器」としている。また、車載用地上デジタル放送受信機は、265 万台（平成 21(2009)年 3 月末現在）であり、

ワンセグ対応携帯電話は、5,315 万台（平成 21(2009)年 3 月末現在）であるが、本中間答申では「デジタル放送受信機」

には含めていない。 
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っている状況である。 
また、「地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査」（平成 21(2009)年 3 月）（参考 6）

においては、平成 21(2009)年 3 月時点の世帯普及率について 60.7％との結果であった。こ
れは我が国の全世帯数（約 5,000 万世帯）に対して約 3,035 万世帯に相当し、普及目標の
「3,100 万世帯」（62％）を少し下回っているところである。 
なお、デジタルテレビとアナログテレビの出荷比率については、平成20(2008)年度では、

カラーテレビの約 98％が、デジタルテレビとなっている（ＪＥＩＴＡ調べ）。 
 

（デジタル放送受信機普及の推移） 
 平成 17年度以前 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

出 荷 台 数 約 404 万台 約 595 万台 約 1,038 万台 約 1,370 万台 約 1,563 万台 

累積出荷台数 約 404 万台 約 999 万台 約 2,037 万台 約 3,407 万台 約 4,969 万台 

 
②受信方法別の世帯普及率と視聴可否状況 
「地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査」（平成 21(2009)年 3 月）（参考 6）の結

果において、地上放送の受信方法別にデジタル放送受信機の世帯普及率を見てみると、①
戸建住宅でのアンテナ直接受信、②集合住宅共聴施設で共同受信、③受信障害対策共聴施
設で共同受信、④辺地共聴施設で共同受信、⑤ケーブルテレビで受信という各受信方法に
より普及率は大きく異なっている。 
また、デジタル放送受信機を保有している世帯での視聴可否の状況については、受信障

害対策共聴施設や辺地共聴施設による共同受信では、デジタル放送受信機を保有していて
もデジタル放送を視聴できない世帯が 4 割程度あることから、これら施設の改修を推進す
る取組やきめ細かな周知広報活動等を展開していく必要がある。 
 
＜受信方法別の世帯普及率＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
＜デジタル放送受信機を保有している世帯での視聴可否の状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③地方別の世帯普及率 
「地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査」（平成 21(2009)年 3 月）（参考 6）の結

果において、地方ブロック別・都道府県別にデジタル放送受信機の世帯普及率を見てみる
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と、各地方・都道府県により普及率は大きく異なっている。今後、テレビ受信者支援セン
ター等において、地域の状況に応じたきめ細かな周知広報活動等を展開していく必要があ
る。 
 
＜地方ブロック別・都道府県別の世帯普及率＞ 

（注）いずれも統計データであり、ある程度の誤差は想定されるもの。その目安は以下の通り。  

・地方ブロック別：サンプル数に応じて±2～6%前後） 

・都道府県別：サンプル数に応じて±4～7%前後 

 
④受信機の低廉化・多様化 
平成 15(2003)年のデジタル放送開始時には、1 インチあたり 2 万円前後であったデジタ

ルテレビは、低廉化が進み、ここ 2年近くは 1インチあたり 4千円以下となっている。 
一方、受信機の多様化も進んでおり、20 型以下の小型テレビや地上デジタル放送チュー

ナーのみ搭載のテレビ（ＢＳ、ＣＳ放送用チューナーや地上アナログ放送用チューナーは
搭載していないテレビ）も数多く発売され、機種によっては 3 万円を切る価格で発売され
ている事例もある（平成 21(2009)年 5 月）。 
さらに、デジタルチューナーについては、一昨年 12 月に総務省の求めによりＤｐａが取

りまとめて公表した「「簡易なチューナー」の仕様ガイドライン」を踏まえ、複数のメーカ
ーが、簡易なチューナーの開発等に取り組んでいるところである。これまで価格は次第に
低下傾向にあり、店頭販売に関しては現時点では安いもので 1 万円を切る水準であるが、
一部販売事業者や通信販売では特別価格のものも含め現在 6 千円台での販売事例も見られ
る。経済的に困窮度の高い世帯等への受信機器購入等の支援による簡易なチューナーの相
当規模の需要によって、簡易で低廉なチューナー向けのＬＳＩ部品（半導体チップ）やデ
ジタルチューナーの開発の促進が期待される。 
また、デジタル放送対応のパソコンについては、これまで 145 万台（平成 21(2009)年 3

月）が普及しているほか、パソコンに外付けするデジタルチューナーが、昨年 5 月に発売
開始され、現在、パソコン周辺機器メーカーを中心に多くの製品が販売されている状況で
ある。 
高齢者をはじめとして誰もが使いやすい機器については、多くのメーカーで、これまで

使いやすさを重視した商品開発などに取り組んできたところであるが、平成 20(2008)年 2
月に総務省、経済産業省及びＤｐａからＪＥＩＴＡに対して、関係各メーカーにおける「簡
易なリモコン」の開発と普及推進に関する要請が行われ、これを受けてＪＥＩＴＡでは同
年 7月に改めて会員各社に対し、使いやすいリモコンを誰もが利用できる環境を目指して、
より一層取り組むよう要請を行っている。その他、同協会ではデジタルテレビのリモコン
等に係る操作性改善に関し、各メーカー取組事例について取りまとめてホームページで公
表するなど、簡易なリモコンに関する周知啓発、情報提供等の取組を行っている。 
なお、デジタルテレビなど据え置いて視聴するためのデジタル放送受信機以外の受信機

新潟県 250 58.0 鳥取県 196 56.1

青森県 235 49.4 長野県 244 61.5 島根県 199 64.8

岩手県 215 47.4 富山県 207 62.8 岡山県 249 58.6
宮城県 264 59.1 石川県 216 63.4 広島県 271 61.3

秋田県 212 53.3 福井県 194 68.6 山口県 222 58.6

山形県 213 61.5 岐阜県 232 65.5 徳島県 201 57.7

福島県 241 55.6 静岡県 322 57.1 香川県 204 61.3

茨城県 268 63.8 愛知県 415 65.5 愛媛県 229 60.3

栃木県 225 59.6 三重県 220 67.3 高知県 205 58.5

群馬県 231 58.9 滋賀県 212 67.0 福岡県 317 62.1
埼玉県 406 63.1 京都府 261 54.8 佐賀県 201 61.7

千葉県 365 61.6 大阪府 454 64.8 長崎県 206 48.5

東京都 661 63.8 兵庫県 359 60.7 熊本県 230 61.3
神奈川県 474 62.0 奈良県 220 59.1 大分県 216 66.2

山梨県 193 54.4 和歌山県 215 57.2 宮崎県 200 56.0

鹿児島県 214 53.7
沖縄県 221 37.1

59.7

関
東

2823 62.5
近
畿

1721 61.8 九
州

1584 59.2

東
海

1189 63.7

北海道 370 55.1 信
越

494 59.7

中
国

1137 60.0

東
北

1380 54.7
北
陸

617 64.5

サンプル数 普及率（%） サンプル数 普及率（%）

四
国

839

普及率（%）サンプル数
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としては、いわゆる「カーナビ」と一体となったものなど自動車内で視聴するための車載
用地上デジタル放送受信機の普及も進みつつある。特に市販品のカーナビ製品等について
はアナログ放送にしか対応していない機種の出荷はなくなりつつある状況にある。また、
新車販売時に標準搭載されているいわゆる純正カーナビについては、現在でもアナログ放
送にしか対応していないものの出荷が見受けられるものの、これらについては購入者は必
要に応じて地上デジタル放送が視聴できるチューナーをオプションで選択し、装着するこ
とができる。なお、新車販売時においては、地上デジタル放送への移行に伴うアナログ放
送終了及びその時期に関し、購入者に対して適宜周知を図ってきている。 
 
⑤デジタル放送におけるコンテンツの保護方式の見直し 
地上デジタル放送の円滑な移行、コンテンツの流通促進、及び視聴者の利便性の確保等

の観点から、現在、地上デジタル放送等におけるコンテンツ保護のルールの担保措置（エ
ンフォースメント）の在り方について、情報通信審議会「デジタル・コンテンツの流通の
促進等に関する検討委員会」において検討が進められている。 
 

（2）審議会における議論 
○ 世帯数を目標値まで回復するために、いろいろな施策を考えていかなくてはいけない。   
○ 普及台数が目標を上回っているのに普及世帯数が目標を下回っているということは、

世帯数を広げるための施策をきちんと行っていく必要があるということであり、そのた
めの対応を行い、世帯普及率を上げていくことが必要。  

○ 高機能イコール複雑化は、これまでだれにでも使いやすい家電であったテレビの魅力
を増すものではなく、むしろマイナスとなっている面が大きいことがわかる。 

○ 普及率の数値目標ばかりが取り上げられているが、どうしたら消費者が無理なく地デ
ジに対応できるか、だれも地デジの政策で不幸にならないというところに重点を置くべ
き。また必要があれば停波の延期を含めた柔軟な方針変更も視野に入れるべき。停波と
いうこと自体が自己目的化すると、きめ細かな対応ができないままに、普及率の数値ア
ップこそ政策の成功であると認識される懸念がある。消費者目線で地デジ移行の政策を
推進してもらいたい。 

○ 停波の日が決まっていてそれに対しての普及目標を立てるにあたり重要なことは、綿
密な調査をすることである。実態を把握してこそゴールへの到達が実現するので、今後
とも、いろいろな方に、調査を行っていただきたい。 

○ 世帯数の目標がポイント数として少し下回っており、きめの細かいデータが必要とい
う点であるが、地デジ普及の目標カーブから実績がずれ込んだ際、このズレをどのよう
に修正して行くかが最終的なデッドラインを決めて実施している場合には大変重要にな
ってくる。普及カーブの目標達成とも関連するが、新しい商品が普及していく際に、ど
のように台数をカウントするかも 1つの課題である。  

○ 様々な普及の促進政策が動き出すのが 21 年度予算であり、この目標と実績のカーブの
ずれをどう分析して、どういう対応でこの目標カーブに実績カーブを乗せていくかは、
今後の計画の非常に本質的な部分である。 

○ どういった形で普及をしているのかの実態を把握しておくことは、今後の残りの部分
を詰めていくための戦略にも関係してくるので、調査の中でそのような統計情報も貴重
である。 

○ そもそもの普及目標に非常に無理があって、条件を満たしていないのに、ここにきて
これを引き上げるためにどうにかして国民に買わせようという政策を考えるというのは、
好ましいと思わない。何が何でも目標まで普及させるという、ほとんど不可能に近いこ
とを考えるよりも無理なくできる方法も考え始めるべきである。  

○ 多くが高齢世帯や一人暮らし世帯で、これから地デジのサポーターが一生懸命説明会
をしても、「では私はどうするの」となったときのきめ細かいサポートがどこまでできる
のかをもう少し考えていただきたい。  

○ 当審議会で議論されていた施策が 21 年度に行われる中で、普及世帯の数字をどのよう
に目標に合わせていくかだが、無理に目標に合わせていくべきではない。その施策がど
のように影響を及ぼすかをしっかりと正確に把握をしていくことが非常に大事になって
くる。本当の課題を明らかにすることが大事であり、使いやすさについての課題も何が
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ネックになっているのかを、様々な形で調べ、それらへの対応策も含めて必要であるの
で、できるだけきめ細かく調査を進めていただきたい。 

○ 普及台数、排出台数は移行の議論のベースの数字であり、把握しておくことは大事な
ことである。 

○ 普及世帯数と受信機の販売台数というのがどういう関係になっているのかというのが
ないと、2 つの数字の間を行ったり来たりして、どこまで進んでいるのかよくわからな
いという感じがする。円滑なアナログ停波のために、デジタル放送が視聴できる世帯数
をきちんと増やしていくということについて絞っていくべき。  

○ 販売の現場の実感だと、残存しているテレビのうち、半分をチューナーで見るという
動きにはなかなかならないのではないか。その前提というのもかなり無理が出てきてい
るのではないか。 

○ 簡易なチューナー、使い易い機器の開発・流通・普及の促進について以下を要望する。 
・ 5 千円以下の簡易なチューナー流通の早期実現に向けて、さらに関係機関との密接
な連携を図ること。 

・ 高齢者等にも使いやすい簡易なリモコンの普及に向け、メーカー等への働きかけを
行うこと。 

○ 今のアナログテレビでいいという方は、必ず一定程度いると思うが、やはり地デジが
必要な政策だということをきちんと説明した上で、個別の様々な対応策の位置づけを、
明確にしていく必要がある。 

○ 全体的に平均的に 50％を超えたとか超えないとかいう議論が今まで多い中で、ここは
受信世帯ごとに普及率がどうなっているかということが、今後の普及の状況を見る上で
大変重要だと思う。ＮＨＫや総務省ではいろんな普及率の調査をしているようだが、で
きるだけ具体的なデータを出していただくことが重要だと思う。さらに、地域によって
普及率が違っていると思うので、具体的な数字の把握が必要である。最終的に期日が迫
れば迫るほど、本当にアナログをとめられるのかどうかというような、大きな議論が出
てくるんではないかと思うが、そういう場合に備えた実態の把握というのが、大変重要
になる。   

○ 浸透度調査については、基準を明確化して定点観測することが重要。 
○ 戸建・個別受信世帯のうち、67.4％に地上デジタル放送受信機が普及しているという

のは、高い数字だと思う。事前に電話をし、地デジのアンケートに協力するか否かを確
認するという調査方法から、未対応で知識のない人は断る傾向があると推測されるので、
結果にバイアスがかかることも考えられる。 

○ 浸透度調査は、例えば半年毎は厳しいと思うが、サンプル数を増やして地域別にセグ
メンテーションできるようにすべき。今回の浸透度調査と同じレベルの調査だけでも半
年毎に実施すべき。 

○ 本年 1月の世帯普及率 49.1％という数字がひとり歩きしているので、本年 3月の世帯
普及率の調査結果が正しい数字であるということの説得力を持たせるべき。本年 1 月の
調査は簡易な調査であったはずなので、そのような点を明確して説明していくべきでは
ないか。 

○ 簡易チューナーの価格については需給のバランスが重要であり、直近でメーカー発表
の市場販売想定価格が 10,000 円となっている状況を踏まえると、第 4次中間答申の目標
を達成することは困難ではないか。また、簡易チューナーについて「5000 円以下」など
単に廉価な価格だけを目指すべきではない。 

 
《オブザーバー等の意見》 
○ 昨年度、Ｄｐａとしての普及活動を続けてきたが、北京オリンピック時点で世帯普及

率 5 割を超えるという目標は実現できなかった。平成 23(2011)年 7 月 24 日のアナログ
放送終了の実現に目途が立ったと言える状況ではない。平成 21(2009)年の普及目標、世
帯普及率 80％、4,000 万世帯を達成するためには、新たな具体的施策が必要である。 

○ 受信インフラということで考えた場合に、5,000 万世帯できちんと見れるということ
は非常に重要だと思う。ＪＥＩＴＡとして可能なものは総務省とも連携して対応できれ
ばと思う。 

 



13 
 

（3）提言 
地上デジタル放送受信機の普及世帯及び出荷台数は、全国ベースで見ると、出荷台数は

目標どおりの普及が達成できていると評価できるものの、普及世帯数が目標を下回ってい
る。今後、2011 年 7 月の地上デジタル放送への完全移行に向けて、すべての世帯でデジタ
ル放送が受信できる環境を整備することが重要であり、特に、これから 2 年間の世帯普及
目標がこれまでよりも高く設定されている（普及目標カーブが急勾配となっている）こと
を踏まえて、世帯普及の推進に向けて一層の取組強化が必要である。 
そこで、デジタルテレビなどのデジタル受信機については、これまで低廉化・多様化が

進んできたところであるが、その普及に向けてさらなる取組の強化が期待される。特に、
デジタルテレビについては、高音質・高画質、データ放送、電子番組表などデジタル放送
のメリットを十分に享受することができることから、メーカー等において、積極的に普及
促進に努めている。しかし、デジタル受信機の低廉化・多様化が進んでいる中で、デジタ
ル受信機の早期購入を推進するためには、視聴者に、早期購入したいというインセンティ
ブを持っていただくことが重要である。このような観点からも、放送事業者において地デ
ジの特性を活かした番組づくりに、早期かつ積極的に取り組むべきである（第 5章「3」参
照）。 
また、今後、ＮＨＫ受信料全額免除世帯への受信機器購入等支援7（「2」参照）や平成

21(2009)年度補正予算案に盛り込まれているエコポイントを活用したデジタルテレビの購
入支援（参考 8 参照）などを着実に実施することにより、デジタル受信機の普及を促進す
ることが必要である。 
さらに、簡易チューナーについては、平成 19 年 8 月の第 4 次中間答申において、「例え

ば、簡易なチューナー等に必要な機能がどのようなものであるかを関係者が検討すること
等を通じて、2年以内に 5000 円以下の簡易なチューナー等を視聴者が望めば入手できるよ
うな環境を整えるようにすることが望まれる」という提言をしている。平成 21 年度に開始
予定の受信機器購入等支援における簡易チューナーの調達においてもなるべく低廉な価格
で調達することが望まれる。第 4 次中間答申で提言した内容の実現に向けて、一層、簡易
チューナーが普及しやすい環境を整備すべきである。 
 また、今後は、受信形態別、地域別に普及状況を確認し対策を講じていく必要がある。
デジタル受信機の普及が遅れている受信形態（受信障害対策共聴施設、辺地共聴施設及び
集合住宅共聴施設）については、主として共聴施設のデジタル化対応が遅れていることが
原因であると考えられることから、これらの共聴施設のデジタル化対応を促進する手段を
速やかに講じるべきである。受信障害対策共聴施設のデジタル化対応については、共聴施
設の改修、ケーブルテレビへの加入、デジタル化によって個別受信が可能となった地域で
の個別アンテナ化といったデジタル移行の選択肢があることから、こうした選択肢を関係
者に周知し、地域に応じた効率的な手法によりデジタル化を促進する必要がある。デジタ
ル受信機普及の地域間格差については、様々な理由があると考えられるが、例えば、デジ
タル受信機の普及割合が高いケーブルテレビの普及率も影響していると考えられる。特に
普及率が低い地域については、残された期間で、すべてのご家庭でデジタル化対応をして
いただくために、他地域よりもさらに取組を強化する必要がある。 
なお、デジタル受信機については、第 5 次中間答申でも指摘したとおり、今後、高齢者

を含めてデジタル放送の視聴者の裾野を広げていくため、使いやすい機器の普及が必要で
ある。これまで、いくつかのメーカーから使用頻度の高い機能に限定しボタンを大きくし
た簡易なリモコン等が提供され、一部ではそのようなリモコンを高齢者等向けに受信機に
同梱するなどの取組がなされており、また、ＪＥＩＴＡではこれら取組の促進や周知啓発、
情報提供などが行われている。デジタル受信機の一層の普及促進の観点から、これら取組
のほか、高齢者をはじめとして誰もが簡易なリモコンを入手し、利用しやすいよう、必要
に応じてオプション等で利用可能なことの購入者への周知等を含め、更なる取組が望まれ
る。他方、データ放送などのサービスを、今後、高齢者の生活支援等にむしろ積極的に活
用していく観点からは、これら機能に関連するリモコンのボタン配置や画面表示等に工夫
を凝らしたできる限り使いやすい受信機や分かりやすい取扱説明書等の準備など、高齢者

                         
7 ＮＨＫ受信料全額免除世帯のうち、公的扶助受給世帯、市町村民税非課税の障害者世帯、社会福祉事業施設入所者が対

象。（潜在的対象者は最大約 260 万世帯と推計される） 
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等がデータ放送などのサービスを利用しやすいよう配慮がなされるべきである。 
車載用地上デジタル放送受信機については、自動車内に限って利用されるものではある

が、アナログ放送にしか対応していない製品の利用者において、地上デジタル放送への完
全移行に際してできる限り混乱が生じないよう、関係業界等において適切に対応していく
ことが求められる。 
 

2.受信機器購入等の支援 
（1）現状 
 第 5 次中間答申では、「『生活保護世帯』に対し、簡易なチューナーを 1 台ずつ無償給付
等することが適当であって、ＮＨＫとの受信契約を確認した上で支援を行う必要があり、
支援方法は「現物給付」を基本に、具体的検討を行うべき」と提言したところである。 
その後、平成 21(2009)年度政府予算案の取りまとめに伴う検討の中で、支援対象は「Ｎ

ＨＫ受信料全額免除世帯（公的扶助受給世帯、市町村民税非課税の障害者世帯、社会福祉
事業施設入所者）」に拡大することとされた。 
 当審議会では、第 5次中間答申において、「国において、経済的に困窮度の高い世帯に対
する支援を平成 21(2009)年度から実施できるよう、具体的な支援の仕組み、方法等を検討
するよう提言する」としたことを踏まえ、平成 20(2008)年 8 月に、「地上デジタル放送推
進に関する検討委員会」の下に、専門的な観点から検討を行う「施策の実施方法に関する
検討ワーキンググループ」（座長：大山 永昭 東京工業大学 大学院理工学研究科付属 
像情報工学研究施設 教授。以下施策検討ＷＧ）を設置し、受信機器購入等の支援の実施
方法に係る検討を行った。具体的には、支援措置の周知及び申込手続、支援の内容（給付
又は貸与）・方法、個人情報保護のために必要な措置等について検討を行い、その結果を取
りまとめて、平成 21(2009)年 3 月に最終報告を公表した。最終報告においては、支援の申
込受付期間を停波後一定期間まで（例えば 1 か月程度）とすること、テレビや自治体の広
報等を通じた幅広い情報提供（周知広報）を行うこと、チューナーは貸与でなく給付とす
ること、各世帯に訪問してチューナーを設置することを原則とすること、支援実施法人に
適正な個人情報管理を義務付けることなどの提言を行った。 
 
（2）審議会における議論 
○ 支援を必要とする方たちは、経済的弱者であり、かつ技術的弱者である可能性が高い。

技術的弱者に対する支援に関してはまた別の広報を参照してサービスを受けてください
というのは大変効率も悪いし税金の使い方としても無駄である。縦割りにしないで、柔
軟に広い視野で全体の構想を練るべき。 

○ 全体として非常に厳しい文言で誓約等を求め、そのような書類を出さなければ支援し
ないとする理由がよく分からない。また技術的支援は申請をすればいいという姿勢では
なく、このような場合にはやはり丁寧に、きちんと設置までして確認をして回るという
ことが必要ではないか。そのようにしてこそ、むしろ無駄な出費のない事業のやり方に
なるのではないか。 

○ 生活保護世帯に対しては、地デジ以外にもいろいろな支援策や行政上の措置が他省庁
関係も含めればあると思う。それらと比較して前例がないからということでなくて、地
デジ自体前例がないことをやっているのであるから、是非大胆で柔軟な、積極的な施策
をもっと進めていただきたい。 

○ 生活保護受給世帯以外の、例えば障害者を構成員とする住民税非課税世帯や、社会福
祉事業施設入所者に対して、どのように支援制度の情報提供をするかが大きな課題。 

 自治体では、障害者のいる非課税世帯や社会福祉事業施設入所者についての具体的な情
報を持っていないというのが実情である。生活保護受給世帯に対しては、地域の福祉事
務所などを通じてそれなりのきめの細かい情報提供が可能であるとしても、それ以外の
世帯に対しては、個々の世帯に対する効果的な情報提供の方策を講じる必要があるので
はないか。  

○ 既に地デジ対応をした人は支援の対象外になるのであれば、どのようなタイミングで
お知らせしていくかは非常に大切なことなのかと思う。 

○ 受信機器購入等の支援について以下を要望する。 
・ 支援対象世帯が「ＮＨＫ受信料全額免除世帯（災害被災者を除く）」に拡大された
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ことから、対象世帯への情報提供が確実に行われるよう効果的な周知広報活動を実施
すること。 

・ 支援対象世帯の把握等にあたっては、個人情報の保護に充分配慮するとともに、関
係機関との緊密な連携の下で対応すること。 

・ 現行のアナログ放送時に視聴していた放送が引き続き視聴可能となるよう、特殊な
電波事情やアナログ放送受信の態様に配慮した機器の給付やアンテナ工事、及びケー
ブルテレビへの加入についても、支援の対象とすること。 

・ アナログテレビのリサイクル等に要する費用負担の軽減措置を講じることにより、
デジタル受信機への買換えを支援するとともに、廃棄物処理が適切に行われるよう対
策を講じること。 

・ 地方自治体に協力を求める場合には、充分な協議を行い理解と合意を得るとともに、
制度や財源の裏付けを確実に整備すること。 

 
（3）提言 

経済的に困窮度が高い世帯等へのデジタル対応受信機器購入等の支援の具体的実施方法
については、当審議会「施策の実施方法に関する検討ワーキンググループ」において別添
1 のとおり取りまとめたところであり、当審議会としては、別添 1 の方法で実施すること
が妥当であると考える。特に、潜在的対象世帯への情報提供が確実に行われるようにする
ための幅広い周知広報が行われると同時に、個人情報の保護に留意して支援を実施する必
要がある。  
 
3.高齢者等サポート 
（1）現状 
 デジタル化対応の必要性等については、テレビスポットや各種パンフレット等様々な媒
体を通じて周知広報・働きかけ等を行ってきているところであるが、高齢者や障害者等に
ついては、正確な情報が十分に行き渡らなかったり、デジタル機器類への苦手意識により、
情報の内容を理解していただけなかったりして、デジタル化対応が遅れがちになるものと
懸念される。 
 このため、高齢者や障害者等については、一般的な周知広報に加えて特別なサポートが
必要である。 
「総務省テレビ受信者支援センター」（デジサポ）において、特にデジタル化対応が遅れ

がちになると懸念される高齢者や障害者等に対しては、デジタル化の必要性や個別の対応
方法、詐欺被害防止のための情報等をきめ細かく説明し、働きかけを行うため全国で説明
会や戸別訪問を実施することとしている。 
 具体的には、地方公共団体をはじめとする地域の関係機関や団体の協力を得ながら、自
治会や町内会レベルのコミュニティを単位とし、地域で日常的に集会施設として利用され
ているような会場において説明会を開催する。また、説明会に参加することが難しい、主
に 65 歳以上の高齢者等を対象として、希望者からの申込みによる戸別訪問を実施する。 
 さらに、各地での説明会の開催に先行して、地域の全世帯に対してデジタル放送に関す
る周知や説明会の日程に関する情報を掲載したパンフレットを郵送により配付することを
予定している。 
 このほか、地上デジタル放送国民運動推進本部（本部長：総務大臣）の下に設置された
「デジタル・サポート推進部会」（部会長：間部社団法人デジタル放送推進協会理事長）に
おいて、きめ細かな説明会、戸別訪問等のサポート活動の実施方法の具体化や、地上デジ
タル放送の良さを広めるための地域イベント等の自主的な取組の推進について検討を行っ
ている。 
 いずれにしても、すべての世帯において、デジタル放送に対応していただけるようにす
るためには、放送や広報誌等による周知だけではなく、国民が国民に対して周知・説明を
行っていただけるような仕組みが必要であり、このような活動に多くの国民に参加してい
ただくことが重要である。 
 
（2）審議会における議論 
○ デジサポについて、個別訪問をどんどん実施していただければ大変ありがたい。高齢
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者と限らなくても一般の主婦でも多分、わからない、買ったけど使えないという人は出
てくると思うので、町内会とか自治会を通じたきめ細かな説明会は大変必要だと思う。 

○ いろいろな疑問点の共有化をすべきであるといったご意見が過去に出たので、デジサ
ポで共有化し対策に生かせるようにしていただくことが大事。   

○ デジサポと地方公共団体との協力関係の構築が必須である。その場合には、デジサポ
を中心に国が責任を持って協力体制を構築すべき。 

○ デジサポでは、地域に対応した答えをしてくれる方、人の話をちゃんと聞いてこの人
は何を聞きたいのかを理解してくれる方が必要であり、相談対応のスキルをきっちり養
成するシステムをつくるべき。  

○ 総務省テレビ受信者支援センターについて以下を要望する。 
・ 地域住民にきめ細かく丁寧に対応するというセンター設置の主旨から、世帯数や面
積に加え、離島を有する場合や特殊な電波事情など、地方自治体の状況に応じて複数の
拠点の設置を検討すること。 
・ 地域の実情及び地元自治体の整備計画等に応じた受信者支援をきめ細かく丁寧に行
うための要員の確保等、充分な体制を整備するとともに、周知広報活動を積極的かつ主
体的に展開すること。また、住民から自治体に問い合わせがあった場合に、支援センタ
ーに（地デジコールセンターを経由せず）直接に引き継ぎができる仕組みを講じること。 
・ 受信障害対策共聴施設については、施設毎に改修方法や費用負担が異なり、混乱が
生じることが想定される。施設管理者による早期のデジタル化改修を促進するとともに、
施設管理者からの相談、当事者間の協議が難航した場合の相談等へのきめ細かな対応や、
調整・調停等が行える体制とすること。 
・ センターの本格的な活動に伴い、地方自治体に協力を求める場合には、充分な協議
を行い理解と合意を得るとともに、制度や財源の裏付けを確実に整備すること。 

○ 高齢者・障害者等への働きかけ、サポートについて以下を要望する。 
・支援対象世帯の把握や訪問にあたっては、個人情報の保護及び悪徳商法対策に充分配
慮するとともに、関係機関との緊密な連携のもとで対応すること。 
・地方自治体に協力を求める場合には、充分な協議を行い理解と合意を得るとともに、
制度や財源の裏付けを確実に整備すること。 

○ 高齢者等に対して説明会や個別訪問でチューナー等の設置方法を説明しても、その後、
実際にデジタル対応する際には、悪質商法の被害に会ってしまうおそれもあるので、希
望者には、デジタル受信機を販売するなど、高齢者等に最終的なところまでサポートで
きる体制や方法が必要ではないか。 

 
（3）提言 
 高齢者や障害者等については、正確な情報が十分に行き渡らなかったり、デジタル機器
への苦手意識により、情報の内容を理解していただけなかったりして、デジタル化対応が
遅れがちになるものと懸念されることから、一般的な周知広報に加えて特別なサポートが
必要である。 
このため、国及びデジサポは、引き続き、高齢者等に対してデジタル化の必要性や対応

方法、詐欺被害防止のための情報等をきめ細かく説明し、働きかけを行うため、全国でき
め細かく説明会や戸別訪問を実施していくべきである。その際、受信機等の販売店舗の紹
介要請等、一般的な説明・助言にとどまらない具体的な対応を求められる場面も想定され
るが、販売活動との混同を生じない形でどのような対応が可能であるか検討を行うべきで
ある。また、デジタル化未対応の高齢者等に必要な情報を効果的・効率的に提供していく
ためには、地方公共団体や地域の関係機関・団体の協力が必要不可欠である。このため、
国及びデジサポは、高齢者等への働きかけに当たって引き続き協力を得られるよう、地方
公共団体や地域の関係機関・団体に対しても必要な情報提供等を行っていくべきである。 
さらに、国及びデジサポは、すべての国民が 2011 年までにデジタル放送へ移行できるよ

う、今年度の説明会等を実施する過程で得られた経験やノウハウも活かしつつ、今後とも
高齢者・障害者をはじめとする国民の方々に対する適切な情報提供等の支援方策について
検討を進め、必要な機材の配備等を含め、説明方法や対応方法の改善等必要な対応をとる
べきである。 
併せて、上記「デジタル・サポート推進部会」などにおける検討も踏まえて、地域にお
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ける福祉団体やボランティア活動との連携等、高齢者等にも必要な情報が伝わりやすい環
境づくりに努め、デジサポを核として国民が国民に働きかけるような体制をつくる等、国
民的広がりをもった運動とするべきである。 
高齢者等へのサポートは、平成 23(2011)年 7 月の地上デジタル放送への完全移行の実現

に向けて重要かつ不可欠な施策であることから、平成 22(2010)年度においてもより一層強
化・継続して実施することが重要である。 
 
4.受信障害対策共聴施設の対応促進 
（1）現状 
受信障害対策共聴施設は、全国に約 5 万施設（約 606 万世帯）（廃止済み施設を除く。）

設置されており、そのうち、約 5,600 施設（約 122 万世帯）についてデジタル化対応が確
認されている。すなわち、デジタル化対応率は施設の約 11％（世帯対応率は約 20％）に留
まっており、今後対応の加速化が必要である。（平成 21（2009）年 3月時点） 
受信障害対策共聴施設のデジタル化については、利用者個人としての対応で足りるもの

ではなく、施設管理者と利用者を当事者とする協議により、その方法・費用負担等につい
て関係者全体として検討・決定がなされるのが原則である。このような受信障害対策共聴
施設のデジタル化については、①受信障害の状況把握(地上デジタル放送では 9割程度の世
帯で受信障害が解消される可能性がある。)や改修等デジタル化対応の必要性について、施
設管理者や当該施設を利用する視聴者の認識が不足していること、②デジタル化対応の具
体的方法や選択肢について、施設管理者や利用者が十分な情報を持ち合わせていない場合
があること、③デジタル化に伴い原因者の特定が困難であること、④マンション管理組合
等が施設管理者の場合、改修や費用負担に係る意志決定までに時間を要すること、⑤通常
のデジタル化に要する費用負担を超え、多額の改修費用を要する場合があることから、対
応が遅れている。 
このため、第 5 次中間答申における提言（施設改修の必要性等の周知広報、施設改修へ

の支援の検討等）を踏まえ、国としても総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）を
中心として、以下の取組を平成 21 年度から開始したところである。 
具体的には、地上デジタル放送への完全移行に向けて、限られた期間の中で完全デジタ

ル化を実現するため、デジサポが全国の受信障害対策共聴施設の管理者を訪問し、施設の
状況確認やデジタル化対応に関する説明・助言等を開始している。この管理者訪問に際し
て、施設が集中している都市部の施設を中心に事前に簡易な受信調査を実施し、その結果
を施設管理者に提示して施設ごとの状況に即した助言等を行うこととしている。また、訪
問の結果、当事者間協議や具体的対応の促進のためデジサポが必要と判断する場合には、
個別に受信調査を実施し、その結果を管理者に提示することとしている。 
更に、受信障害対策共聴施設のデジタル化対応のための改修に対する支援として、改修費
用の負担が著しく過重（世帯当たり 35,000 円）な場合に、必要経費の一部を支援する措置
を開始しており、これら取組を通じて、受信障害対策共聴施設のデジタル化対応の促進を
図っているところである。 
なお、受信障害対策共聴施設のデジタル化促進にあたっては、これまでも施設管理者へ

の国のパンフレット配布や管理者訪問による施設状況の把握・デジタル化の必要性の周知
等について、多くの関係事業者の協力を受け実施している状況である。 
また、公益事業者による受信障害への対応については、「地上デジタル放送への移行完了

のためのアクションプラン 2008」に基づき、総務省・総合通信局が、関係省庁の協力を得
て、所管の電力、鉄道等大規模な施設を用いて公益性の高い事業を行う者に対して、そう
した公益事業固有の施設に関する共聴施設や受信障害の現状等の把握、適切な周知広報等
の働きかけを行っているところである。 

 
（2）審議会における議論 
○ 受信障害対策共聴施設は、施設ごとに改修方法、費用負担の方法が異なり混乱が起こ

ることも懸念されるので、きめ細かな対応をお願いをしたい。 
○ 受信障害対策共聴施設の改修の支援について、早期に実態を把握していただき、説明

会などを通じて施設管理者に対して、改修に向けた働きかけを行っていただきたい。ケ
ーブルテレビによる巻取りなどについても支援制度の対象とするなど、柔軟な対応をい
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ただきたい。資金が不足している管理組合については、無利子で融資できる制度を創設
するなどの対策をお願いしたい。都道府県域を越えて受信障害対策共聴施設を所有する
ような大規模施設所有者に対しては、特に適切な対応を行うよう指導いただきたい。  

○ 受信障害対策共聴施設の改修の支援について以下を要望する。 
・ 都市受信障害対策共聴施設の実態を早期に把握し、施設管理者及び受信者を対象と

した説明会を開催するなど、きめ細かな対応を行うとともに、受信調査の実施や施設
改修の早期実施に向けた働きかけを施設管理者に対して行うこと。 

・ デジタル化改修の代替手法であるＣＡＴＶ加入による共聴施設の巻取りについても
支援対象とするなど、受信障害対策共聴施設の実態に即した柔軟な対応が可能な制度
とすること。 

・ デジタル化改修のための資金が不足している受信障害対策共聴施設及び集合住宅共
聴施設の管理組合等に対しては、無利子融資制度の創設など、有利な融資制度を創設
すること。 

・ 都道府県域を越えて多くの受信障害対策共聴施設を所有する大規模施設所有者に対
しては、安易に施設を廃止することなく、早期の調査実施及び施設改修等の適切な対
応が行われるよう指導すること。 

○ 受信障害対策共聴と集合住宅共聴の両方を合わせると全世帯の 3 分の 1 を占めるにも
かかわらず、デジタル化がしにくい部分。集合体そのもの、組織全体がデジタルに移行
しないとデジタルの恩恵を受けられない方たちが既に生まれてしまっているという、非
常に深刻な問題がある。デジサポの活動に期待をするが、例えばこの議論に参加してい
ない住宅業界への周知といった問題もある。そのようなところにご理解・ご協力をいた
だく必要があるのではないか。  

 
《オブザーバー等の意見》 
○ 共同受信施設のデジタル化、特に都市部での受信障害対策共聴施設への対応、働きか

けということがこれから大きな仕事、非常に困難なターゲットであるが、そこをしっか
りやっていくというところが重要な課題となってくると考えている。 

 
（3）提言 

国やデジサポ、放送事業者はもとより、地方公共団体や不動産管理会社・関連団体等、
幅広い関係者が現状認識等を共有できるようにするため、受信障害対策共聴施設のデジタ
ル化の現状等に関する情報の公開・開示を進めるとともに、受信障害対策共聴施設の具体
的なデジタル化の進捗目標を明確化するため、2011 年 7 月までの地域ごとの進捗目標を含
む受信障害対策共聴施設のデジタル化に関するロードマップを早期に作成すべきである。 
 また、受信障害対策共聴施設のデジタル化に関して、関係者が果たすことのできる役割
を認識し、それぞれの立場で具体的取組を行うことが期待される。さらに、デジサポを中
心とした共聴施設管理者に対する働きかけを効果的・効率的に行うことができるようにす
るため、そのような関係者の取組を踏まえて得られたデジタル化に係る情報については、
可能な限りデジサポに集約するよう関係者が協力することが求められる。 
 そこで、限られた期間の中での地上デジタル放送への完全移行を確実なものにするため、
受信障害対策共聴施設のデジタル化に関する情報集約・共有方法、施設のデジタル化対応
の方向性、関係者の役割や具体的取組等について、集合住宅共聴施設に係る場合と合わせ
て「共聴施設デジタル化緊急対策」（仮称）として早急に取りまとめるべきである。それに
加え、受信障害対策共聴施設のデジタル化対応促進のためには、すべての関係者間が緊密
な連携を図り対応することが極めて重要となることから、デジタル化の進捗状況等に係る
情報交換や必要な取組に関する検討等を行う体制として、共聴施設デジタル化に特化した
関係者の推進体制を早期に整備すべきである。 
 なお、受信障害対策共聴施設のデジタル化に関する国による支援については、平成
21(2009)年度予算において、改修に対する支援措置が講じられているが、更に支援を強化
するため、受信調査の拡充、施設の新設の場合やケーブルテレビへの移行の場合に対する
支援、更に当事者間協議が難航した場合に第三者が相談対応やあっせん・調停等を行う簡
易な紛争処理機能の整備が平成21(2009)年度補正予算案に盛り込まれているところであり、
これらを早急に実施することが必要である。 
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 更に、平成 21(2009)年度から開始している施設管理者訪問活動や施設改修への支援制度
等の取組及び平成 21(2009)年度補正予算案に盛り込まれている取組をはじめ、受信障害対
策共聴施設のデジタル化対応の促進のための取組については、23(2011)年 7 月の地上デジ
タル放送への完全移行の実現に向けて、今後も一層強化・継続して実施することが重要で
ある。 
 
5.集合住宅共聴施設の対応促進 
（1）現状 

集合住宅共聴施設については、全国に約 200 万施設（約 1,900 万世帯）設置されており、
デジタル化対応率（改修不要な集合住宅や既に改修が終了した施設の割合）は 7 割程度8と
推定されるが、このうち、小規模な施設、老朽化した施設等については、住民の費用負担
が過重となる場合があること等からデジタル化が進みにくいと考えられる。 
そこで、現在、集合住宅共聴施設のデジタル化促進のため、総務省テレビ受信者支援セ

ンター（デジサポ）が全国の集合住宅管理会社等を訪問し、施設の状況確認やデジタル化
対応に関する説明・助言等を開始しているところである。 
また、小規模な施設や老朽化した施設等、施設改修に要する住民の費用負担が著しく過

重な場合においてもデジタル化を促進するため、平成 21(2009)年度補正予算案において、
集合住宅共聴施設の改修に対する支援措置が盛り込まれているところである。 
 

（2）審議会における議論 
○ 受信障害対策共聴と集合住宅共聴の両方を合わせると全世帯の 3 分の 1 を占めるにも

かかわらず、デジタル化がしにくい部分。集合体そのもの、組織全体がデジタルに移行
しないとデジタルの恩恵を受けられない方たちが既に生まれてしまっているという、非
常に深刻な問題がある。デジサポの活動に期待をするが、例えばこの議論に参加してい
ない住宅業界への周知といった問題もある。そのようなところにご理解・ご協力をいた
だく必要があるのではないか。[再掲]  

 
（3）提言 

国やデジサポ、放送事業者はもとより、地方公共団体や不動産管理会社・関連団体等、
幅広い関係者が現状認識等を共有できるようにするため、集合住宅共聴施設のデジタル化
の現状等に関する情報の公開・開示を進めるとともに、集合住宅共聴施設の具体的なデジ
タル化の進捗目標を明確化するため、平成 23(2011)年 7 月までの地域ごとの進捗目標を含
む集合住宅共聴施設のデジタル化に関するロードマップを早期に作成すべきである。 
 また、集合住宅共聴施設のデジタル化に関して、関係者が果たすことのできる役割を認
識し、それぞれの立場で具体的取組を行うことが期待される。さらに、デジサポを中心と
した不動産管理会社に対する働きかけを効果的・効率的に行うことができるようにするた
め、そのような関係者の取組を踏まえて得られたデジタル化に係る情報については、可能
な限りデジサポに集約するよう関係者が協力することが求められる。 
 そこで、限られた期間の中での地上デジタル放送への完全移行を確実なものにするため、
集合住宅共聴施設のデジタル化に関する情報集約・共有方法、施設のデジタル化対応の方
向性、関係者の役割や具体的取組等について、受信障害対策共聴施設の場合と合わせて「共
聴施設デジタル化緊急対策」（仮称）として早急に取りまとめるべきである。それに加え、
集合住宅共聴施設のデジタル化対応促進のためには、すべての関係者間が緊密な連携を図
り対応することが極めて重要となることから、デジタル化の進捗状況等に係る情報交換や
必要な取組に関する検討等を行う体制として、これら共聴施設デジタル化に特化した関係
者の推進体制を早期に整備すべきである。 
特に、集合住宅共聴施設については、受信障害対策共聴施設よりもデジタル化対応すべ

き施設数が相当多いことから、限られた時間のなかでデジタル化対応を実現するためにも、
特に対策の必要性の高い地域に重点を置いた取組（例えばＵＨＦアンテナが設置されてお
らず、ＵＨＦアンテナ設置等の対策の必要性が高い集合住宅が集中していると考えられる

                         
8 全国の 4階建て以上の集合住宅 2.3 万棟を対象に(社)日本ＣＡＴＶ技術協会が実施した調査結果。（平成 21(2009)年 3

月） 
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関東地域等に重点を置いたデジサポ等による周知・働きかけ等の取組）を行い、その結果
をその後の活動に活用する等、的確な現状分析に基づく効率的・効果的な対応を図る必要
がある。 
更に、平成 21(2009)年度から開始している集合住宅管理者等への訪問活動及び平成

21(2009)年度補正予算案に盛り込まれている施設改修に対する支援措置をはじめ、集合住
宅共聴施設のデジタル化対応の促進のための取組については、平成 23(2011)年 7 月の地上
デジタル放送への完全移行の実現に向けて、今後も一層強化・継続して実施することが重
要である。 
 
6.辺地共聴施設の対応促進 
（1）現状 

山間部等における地理的要因によるテレビの難視聴解消を目的とした「辺地共聴施設」
は、全国に約 2 万施設（約 136 万世帯）設置されている。この辺地共聴施設はＮＨＫが設
置する「ＮＨＫ共聴」とそれ以外の「自主共聴」があり、平成 21(2009)年 3 月末現在で、
ＮＨＫ共聴は約 7,800 施設（約 55 万世帯）、自主共聴は約 12,000 施設（約 81 万世帯）と
なっている。 
総務省では、辺地共聴施設の改修を計画的に促進するため、平成 20(2008)年 9 月末現在

として辺地共聴施設デジタル化ロードマップを作成するとともに、デジタル化の目標を設
定し、地上デジタル推進全国会議の「デジタル放送推進のための行動計画（第 9次）」にお
いて公表（同年 12 月）している。また、同ロードマップは平成 21(2009)年 3 月末現在と
して、この 5月に更新している。 
これによれば、平成 21(2009)年 3 月末現在で、ＮＨＫ共聴は約 3,400 施設とほぼ半数が

対応している一方、自主共聴は約 3,100 施設でありまだ 3 割弱の対応となっている。しか
しながら、平成 21(2009)年度末には自主共聴で約 6 割のデジタル対応が予定されており、
今後計画どおりに改修等が進めば、第 9 次行動計画で設定した目標（自主共聴：約 58%、
全体：約 64%）を達成することとなる。 
辺地共聴施設のデジタル対応について、ＮＨＫ共聴はＮＨＫが責任を持って取り組んで

いる。一方、自主共聴についてはデジタル対応を促進すべく総務省において、住民負担が
過大となる場合には必要経費の一部を支援(補助率 1/2)する措置を講じている。特に平成
21(2009)年度からは、アナログ放送の電波が届いている地域であったものが、デジタル放
送の電波が届かなくなる地域となった場合の共聴施設の整備に対し、補助率を 1／2から 2
／3に拡充するとともに、補助金下限額についても 50 万円に引き下げる見直しを行ってい
る。さらに平成 21(2009)年度補正予算案においては、施設のデジタル対応に当たり、受信
点の大幅な移設に伴う伝送路整備費の一部を全額補助する拡充措置が盛り込まれていると
ころである。 
この国の支援に加え、ＮＨＫにおいても、ＮＨＫの放送の難視聴地域に設置される自主

共聴のデジタル対応等について独自に助成制度や技術支援制度を設けている。 
 
（2）審議会における議論 
○ 辺地共聴施設について、平成 21(2009)年度予算で新たな難視地域について補助率を 3

分の 2 とする制度を創設していただいたことはありがたいが、地方公共団体としては新
たな難視地域にどう電波を届けるかという責任の主体は放送事業者だと思う。地方公共
団体である市町村が事業主体の中に含められており、市町村が新たな難視についての解
決主体としてクローズアップされたのかと思うと同時に、事業主体に辺地共聴施設の設
置者とあり、放送事業者と自治体が協議した上、放送事業者が辺地共聴施設を設置する
ことも当然含まれているのだと思っている。 

○ 有線共聴施設の場合は各世帯当たりの費用が 3 万 5,000 円を超える場合が補助対象と
いうことで、都市部も辺地も、各個人の負担は 3万 5,000 円程度が妥当ということだが、
共聴施設を地デジ化するに当たって 3 万 5,000 円以上に様々な費用がかかりそうだとい
う意見が現地から出ており問題意識を持っている。 

○ 辺地共聴施設の改修等の支援について以下を要望する。 
・ 「新たな難視地域」は本来、国及び放送事業者の責務により解消すべきであり、新
たな共同受信施設の設置については、対象世帯及び地方自治体の負担を求めない制度
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に拡充すること。 
・ 地上デジタル放送への完全移行までに確実かつ迅速な改修が可能となるよう、デジ
タル化に伴い必要となる事業及び経費について幅広く補助対象とするとともに、補助
金下限については撤廃すること。 

・ 送信環境の大幅な変化により、受信点の大規模移設が必要となる「デジタル化困難
共聴施設」や小規模施設については、対象世帯の負担が過重にならないよう支援制度
を拡充すること。 

・ 市町村別ロードマップにおいて「アナログも難視」と推定されているが、実態はア
ナログ放送を視聴している地域において共聴施設を新設する場合には、「新たな難視地
域」と同様の取扱いとすること。 

・ 地方自治体がＣＡＴＶ整備により難視聴地域の解消を図る場合には、地域情報通信
基盤整備推進交付金の交付率のかさ上げ等、支援制度を拡充すること。 

・ 共聴施設の設置者が共聴施設組合である場合は、地方自治体の関与を必要としない
申請手続とすること。 

・ 辺地共聴施設を廃止し、ＣＡＴＶによる巻き取りや光ファイバーを整備して行う再
送信についても国庫補助及びＮＨＫ支援の対象とすること。 

・ ＮＨＫの独自支援については、工事着手前の支援額の算定、工事完了後の速やかな
支払い、申請手続の簡素化などの見直しを行うこと。 

○ 国策として推進されている地上放送のデジタル化に伴い、地元関係者（共聴組合、地
方公共団体等）は辺地共聴施設のデジタル化改修を余儀なくされ、相応の対応を行って
いることから、今後辺地共聴施設のデジタル化対応を確実なものとするためには、支援
制度の拡充や柔軟な運用が不可欠である。 

 
（3）提言 
 平成 22（2010）年末までに、対応可能なすべての自主共聴施設がデジタル対応を終える
ことができるよう、国においては、辺地共聴施設デジタル化ロードマップの策定等引き続
き施設のデジタル対応の計画的な実施に対する取組を進めるとともに、共聴施設の新設又
は改修が一層円滑に進むよう、平成 21(2009)年度補正予算案に盛り込まれた支援策を継続
するなど支援措置の充実を図るべきである。 
このような国の取組と併せ、共聴施設のデジタル対応を確実なものとするためには、地

元関係者（共聴組合、地方公共団体等）の積極的な対応が必要である。 
また、ＮＨＫにおいても、ＮＨＫの放送が受信できなくなる地域での自主共聴施設の新

設を行う場合、又は、ＮＨＫの難視聴地域に設置されている既存の自主共聴施設のデジタ
ル対応に対し、ＮＨＫのあまねく普及義務を踏まえ、国とは別に独自の支援措置を創設し
相応の負担を行いその役割を果たしている。今後ＮＨＫは、この自主共聴に対する支援制
度を継続するとともに、ＮＨＫ共聴のすべてが平成 22（2010）年末までにデジタル対応が
行われるよう、引き続き計画的改修に取り組むべきである。 
 
7.個別アンテナの改修等促進 
（1）現状 
  地上デジタル放送を受信するため、これまでＶＨＦ帯の個別アンテナのみで受信してい
る世帯は、ＵＨＦアンテナへ交換又は追加工事が必要になる。特に南関東地域では、ほぼ全
域において東京タワーからの放送をＶＨＦアンテナで受信しており、アンテナ工事を要する
規模は全国一である。 
また、ＵＨＦアンテナであっても、デジタル放送局の設置場所がアナログ放送局と異なる

地域においては、アンテナの方向調整が必要になる場合がある。 
さらに、アナログ放送と地上デジタル放送を混合受信する場合、地域によってはアンテナ

工事と併せて混合器等の交換工事も必要になる場合がある。 
このため、これまで一般視聴者を対象に、地上デジタル放送普及のための周知広報の中で、

アンテナ工事の必要性について周知が行われてきており、また、家電販売事業者等への情報
提供・技術講習等が行われてきている。 
一方、今後、個別アンテナの工事を要する世帯数は、これまでアンテナで個別受信してい

る世帯（約 2,000 万世帯）のうち工事未了世帯（約 400 万世帯）と、受信障害対策共聴世帯
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（約 620 万世帯）のうち、アンテナでの個別受信への移行世帯（約 430 万世帯）の合計約 830
万世帯と推計されている。 
このアンテナ工事を平成 23(2011)年のアナログ放送終了までに完了させるためには、約

33,000 人の工事従事者が必要と試算されており、アンテナ工事が各年で分散して行われれば
現存の工事従事者により対応可能と見込まれているが、アナログ放送終了段階で工事が集中
すると、工事のマンパワー不足が生じることが懸念される。 
 
（2）審議会における議論 
○ 簡易アンテナについては、そのメリット、デメリットをきちんと説明していただき、

それを消費者側が理解をするということが大前提だとは思うが、「受信保証するものでは
ない旨告知する」ということでは、買ってみて試してみないとわからないということに
なるので、それはまずいのではないか。 

○ デジサポで、簡易アンテナについてここは大丈夫、ここは駄目とかという判断を示し
ていただくとか、例えば簡易アンテナを貸してくれてお試しができるとか、そのような
ことが必要ではないか。 

○ 中電界・弱電界地区では室内アンテナ受信は結構きついが、強電界地区は可能性があ
ると思うので、その地区を示すことはできると思う。室内アンテナの場合は屋内でどこ
にアンテナを置くかによって変わるので、室内アンテナはこのように試してみてくださ
いということを、きちんと整理していく方が良いと思う。   

○ 室内アンテナの設置場所によって、映りが決まる。家の中のどこに置くかで、室内ア
ンテナは映るかどうかが決まる。例えば携帯電話を買って家に帰った際にうまくつなが
る部屋とつながらない部屋とがあり得るわけで、それに対応するためにこれまでも携帯
キャリアの方は大変努力をしてきている。そういった努力と経験が生きる場面もあるは
ずだ。それも踏まえ、安定して受信できる環境を実現するためには、固定のアンテナが
非常に大事な意味を持つと思う。技術が進歩して、室内アンテナなどでの受信環境が安
定していくことは事実だが、やはりアンテナ工事の周知広報に関しては、気を遣ったプ
ロセスが必要だと思う。 

○ アンテナ工事については、販売事業者も悩みを抱えている課題であり、アンテナ工事
を斡旋する制度についてはぜひ実施すべき。 

   
（3）提言 

個別アンテナ改修等については、デジタル受信機の普及に付随するものであるが、テレ
ビの購入だけでなくアンテナ改修等工事まで必要な地域があるとの認識が視聴者に十分浸
透しているとは言えない状況にある。また、工事を伴うためできる限り早期の対応が望ま
れる。このため、全国地上デジタル放送推進協議会においてその促進策について検討が進
められているが、幅広い関係者が協力し、特に以下の事項について早期に具体化し実施さ
れるべきである。 
① 地域ごとのアンテナ工事内容等の把握・情報提供 

  これまでの一般的な周知広報に加え、地域ごとの受信環境に即したアンテナ工事内容
等を把握し、デジサポによる説明会、自治体広報などにより、視聴者へ詳細かつ的確な
地域情報を提供していくことが必要である。 
併せて、相談窓口の対応強化及び周知徹底、都道府県ごとに設置されたデジサポにお

ける受信相談対応の機能強化が必要である。 
また、工事対象世帯が多い地域に対しては、放送による周知が望まれる。 

② 地域ごとの工事の斡旋的制度等の検討 
一定の期間に集中してアンテナ工事を促進させることで、工事の効率化、工事費の低

廉化、悪質商法等の未然防止が期待できることから、アンテナ工事の斡旋的な制度を設
けること等を検討すべきである。 
③ 簡易アンテナの活用促進 

  地上デジタル放送の安定受信には、アンテナの屋外設置が最適である。このことを踏
まえた上で、簡易アンテナの設置可能な環境条件、メリット、デメリットなどを分かり
やすく示すとともに、デジサポによる住民説明会などにおいて、これらの周知も行われ
るなどにより、その活用促進を図ることが望まれる。 
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8.公共施設のデジタル化 
（1）現状 
 国については、平成 20(2008)年 7 月に「デジタル放送への移行完了のための関係省庁連
絡会議」で定めた「地上デジタル放送への移行完了のためのアクションプラン 2008」（参
考 9 参照）を踏まえ、平成 22(2010)年 12 月末までにデジタル化改修が完了することを目
標として、取組を実施中。具体的には、各府省庁において、デジタル化対応計画を策定し、
同計画に基づきデジタル化改修を実施している（参考 10 参照）。 
 地方公共団体については、アクションプラン 2008 を踏まえ、同月に総務省から地方公共
団体に対し、平成22(2010)年 12月末までにデジタル化改修が完了することを目標として、
施設のデジタル化改修状況の速やかな把握、デジタル化改修の計画策定、同計画の達成状
況の確認・公表等に取り組むことを要請。各地方公共団体では、要請の趣旨を踏まえつつ、
デジタル化対応計画を策定し、同計画に基づきデジタル化改修を実施している（参考 11 参
照）。 
 
（2）審議会における議論 
○ 札幌市の公共施設では、これから相当数のテレビについてデジタル化の対応を進めて

いく必要がある。自治体で一番テレビが多いのは市立学校であり、札幌市の場合は小学
校、中学校合わせて 300 校あり、そこに 7,500 台のテレビがあるが、大きな予算を伴う
ということでデジタル化対応のめどが立っていない。また、学校ではテレビ放送を見た
り、ビデオ教材を見るためにテレビを使用しているが、それ以外にもパソコンやビデオ
カメラなどを使用して実物教材を拡大して見せたり、校内自主放送を行うという形で
様々な活用がなされている。特に校内自主放送については、朝礼において校長先生が映
像を通じて子供たちに語りかける、あるいは全校集会でもテレビの使用が一般化してい
るという状況であり、学校現場では不可欠の役割を果たしている。この校内放送設備に
ついては、アナログの設備は今後製造されないので、仮にデジタル機器への更新という
ことになると、1 校当たり数百万の費用が見込まれている。一方、校内ＬＡＮを利用し
たパソコンによる校内自主放送という方式もあるが、札幌市では既にすべての学校でＬ
ＡＮ整備が行われているが、その場合でもやはり一定程度の費用、1 校当たり 100 万弱
かかるのではないかと見込まれている。現場の実情を踏まえ、補助対象事業の拡充も含
めご検討いただきたい。 

○ 国において各省庁所管施設のデジタル化改修計画が策定されているが、小中学校、高
校などの学校や病院などの改修状況が含まれていないようなので、これらの改修状況を
把握しフォローアップすることが大切である。 

○ 公共施設における地上放送のデジタル化への対応について以下を要望する。 
・地上デジタル放送への完全移行までに、地域住民の生活と密接に関連する公共施設の
円滑なデジタル化改修を完了するため、関係省庁による財政措置を含めた支援を拡充
すること。 

 
（3）提言 

公共施設のデジタル化により、国民にデジタル化のメリット、意義を身近に実感してい
ただく絶好の機会を提供できること、国などの公的主体が積極的にデジタル化に取り組む
ことは、民間等の取組を促すことにもつながると考えられること、また、公共施設に設置
されたテレビについては、国民・利用者にとって災害等の緊急時の情報入手手段、連絡手
段として重要な役割を果たすものも多いこと等から、早期かつ確実なデジタル化に向け、
これまで以上に精力的に取り組む必要がある。 
国及び地方公共団体は、アクションプラン 2008 の趣旨を踏まえ、引き続き、改修計画を

着実に実施する。また、平成 21(2009)年度補正予算案に特別な支援が盛り込まれている学
校や社会福祉施設等の公共施設については、この支援策を活用して、また、庁舎等その他
の公共施設についても、同補正予算案に盛り込まれた「地域活性化・経済危機対策臨時交
付金」等も活用しつつ、すみやかにデジタル化対応を行うことが望ましい。また、総務省
は、各省庁等に対して、デジタル化が着実に実施されるよう引き続き働きかけを行うべき
である。 
 なお、公共施設のデジタル化にあたっては、適宜、進捗状況を取りまとめ・公表するこ
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とが望ましい。 
 
第 4章 送信側の課題 
1.中継局整備促進 
（1）現状 
①中継局の整備状況  
地上デジタル放送は、平成 15(2003)年の三大広域圏の親局開局以降、平成 18(2006)

年 12 月までに全都道府県全放送局の親局が開局した。以降、全国でデジタル中継局の整
備が計画的に進められ、平成 21(2009)年 3 月末までに 4,387 局（ＮＨＫ 1,559 局、民
放 2,828 局）のデジタル局（親局・中継局）が開設されている。これにより、同 3 月
末時点で、全国の地上デジタルテレビ放送の電波カバー率はおよそ 97％となっている。 
中継局の整備計画は、視聴者がデジタル放送を視聴できる時期にかかわる重要な情報

であることから、全国地上デジタル放送推進協議会において中継局ロードマップとして
取りまとめ公表してきたところである。平成 20(2008)年 12 月からは、技術検討等によ
り設置判断未定の中継局について判断が明らかになり次第ロードマップに反映すべく、3
か月ごとに更新することとし、総務省ＨＰを通じて公表している。 
平成 21(2009)年 3 月末現在の中継局ロードマップによると、平成 22(2010)年末までの

中継局の整備局総数は、ＮＨＫと民放の合計で、11,336 局（ＮＨＫ 4,318 局、民放 
7,018 局）整備する計画となっている。 
また、視聴者がデジタル化対応するための情報のひとつとして、現在受信しているア

ナログ中継局に対応したデジタル中継局がわかる「アナログ・デジタル対比表」を平成
20(2008)年 6 月 30 日に公表している。 
 

②民間放送事業者の中継局整備に対する公的措置 
民間放送事業者の中継局整備に対する公的支援について、第 5次中間答申では、 
・ デジタル中継局整備については、民間放送事業者がこれを自助努力により整備し
ていくことが基本であり、公表されたデジタル中継局ロードマップを着実に実行でき
るよう、各放送事業者が責任を持って取り組むことが必要である。特に、一部放送事
業者が自力で建設が困難としている中継局については、国の支援措置も活用しつつ、
平成 22(2010)年末までに確実に整備できるよう取り組むことが重要である。 

との提言が行われた。 
本提言に基づき、現在、民間放送事業者の中継局整備について、以下のような公的支

援措置が講じられている。 
・ 金融面・税制面における措置 
・ 国税（特別償却）の 3 年間の段階的縮減による延長（平成 21(2009)年度まで）、
地方税（固定資産税・不動産取得税の課税標準の特例措置）の延長（平成 22(2010)
年度まで） 
・ 地域総合整備資金貸付（ふるさと融資） 
・ 地方公共団体が地方債により原資を調達し、（財）地域総合整備財団（ふるさと
財団）を通じ民間事業者に対して長期の無利子融資を行うもの。原則設備投資等に係
る借入額の 20％以内とされている。 
・ 利子補給 
・ 特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき独立行政法人情報通信研究機構が
行う「地域通信・放送開発事業」として、金融機関によるデジタル中継局整備に係る
資金の貸付に対し利子補給金を支給することにより、間接的に放送事業者の金利負担
の軽減を図るもの。 
・ 予算措置(デジタルテレビ中継局整備事業等） 
・ 平成 19(2007)年度以降、国が、自力建設を困難とする中継局整備に対して整備費
用の一部を補助（平成 19(2007)年度:1/3 又は 1/4、平成 20(2008)年度～:1/2）して
いる。 
・ 平成 20(2008)年度補正予算においては、これまでアナログ放送を行っていなかっ
た地域に、新たにデジタル中継局を整備する一般放送事業者に対し、当該整備に支援
(補助率 1/2)を講じている。 



25 
 

・ 平成 21(2009)年度補正予算案においては、平成 20(2008)年度補正予算で認めら
れたデジタル中継局の新設に対する支援が対象を拡充し盛り込まれるとともに、デジ
タル難視聴対策のためのデジタル中継局の新設に対する支援措置(補助率 2/3)が盛り
込まれている。 
また、同補正予算案においては、外海離島である東京都小笠原村並びに沖縄県南・北

大東村における本土又は本島間との海底ケーブル敷設に係る予算も盛り込まれており、
デジタルテレビ放送の信号の伝送が可能な海底ケーブル敷設が具体化したことにより、
当該地区における地上デジタル放送のサービスの実現に向け大きく前進している。 

 
（2）審議会における議論 
○ デジタル中継局の整備促進について以下を要望する。 
・ 「自力建設困難」とされる中継局や新たな難視を解消するための中継局の新設につ
いて、国と放送事業者の責務による着実な整備が進むよう、補助率や対象地域につい
て支援制度の拡充を図り、地方自治体に負担を求めない制度に改善すること。また、
景気後退の影響を受け、整備計画が滞ることがないよう所要額の確保に万全を期すこ
と。 

・ 暫定的な衛星利用による難視聴対策終了後のデジタル中継局の整備についても、活
用可能な制度に拡充すること。 

 
（3）提言 

①中継局ロードマップの着実な実施 
デジタル中継局整備は、放送事業者がこれを自助努力により整備していくことが基本で

あり、今後、アナログ放送が終了する前年となる平成 22(2010)末までの約 1年半の期間内
に、中継局ロードマップによる中継局整備等を着実に達成するよう、各放送事業者が責任
を持って取り組むことが必要である。特に、一部放送事業者が自力で建設が困難としてい
る中継局については、国の支援措置も活用しつつ、平成 22（2010）年末までに確実に整備
できるよう取り組むことが重要である。   
また、アナログ放送時に住民サービスのためのインフラ整備としてアナログ中継局整備

に一定の役割を担ってきた地方公共団体にあっては、引き続き、可能な範囲でデジタル中
継局整備に一定の役割を担うことも期待される。 
なお、ロードマップによると、平成 22（2010）年内に小規模な中継局の整備が多数予定

されているところであるが、工事集中によりロードマップの達成が不確実なものとならな
いよう、放送事業者全体の取組としての計画的な整備に引き続き留意が必要である。 
さらには、デジタル放送の一層の普及という観点から、情報格差是正やデジタル難視聴

解消のための新たなデジタル中継局の整備についても、国の支援措置を踏まえ、周波数事
情等の技術的条件や工事キャパシティ、経営事情等を考慮しつつ、放送事業者において取
り組むべきである。 
 
②課題がある局所への対応 
中継局整備に代えて、共聴施設やケーブルテレビで対応することとしている地区につい

ては、当該地区に提供されているアナログ放送が終了する際、それに代わるデジタル中継
局による電波カバーが行われないことから、放送事業者が責任を持って当該共聴施設等の
代替え手法による受信を確実なものとする等アナログ放送終了時にデジタル電波カバーを
行わないことによる混乱が生ずることがないよう、地元地方公共団体等との間でも必要な
協議を行う等それぞれの地域に応じた準備を整えておくべきである。その際、放送事業者
等関係者は当該地区の状況について、総務省が設置した「総務省テレビ受信者支援センタ
ー」に情報提供し、支援センターにおける受信者対応に備えておくべきである。 
また、外海離島である東京都小笠原村並びに沖縄県南・北大東村については、国の支援

を前提に、地元地方公共団体による海底ケーブル敷設が具体化しつつある状況から、今後、
島内におけるデジタル放送サービスの実現方策について、地元地方公共団体を中心に、国
や放送事業者が連携した検討を行い、早期に結論を得るべきである。 
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③今後の中継局ロードマップの在り方について 
現在公表している「中継局ロードマップ」では、設置判断未定の中継局について、可能

な限り整備の要不要を示しているが、未だそのような中継局が残存していることから、本
年（平成 21(2009)年）9 月末までにはすべて判断を明らかにし、中継局ロードマップに示
すべきである。 
また、3 か月ごとに更新する中継局ロードマップについては、引き続き、当該更新され

たデジタル中継局の放送エリアに該当する地方公共団体等に逐次更新された情報を提供す
べきである。 
このほか、放送事業者は、デジタル中継局の開局情報について、当該中継局の放送区域

となる地域住民に対して積極的に周知するよう取り組むべきである。 
 
2.デジタル難視解消 
（1）現状 

①「地上デジタル放送難視地区対策計画」 
市町村別ロードマップに示される「新たな難視世帯」に対し、平成 19(2007)年までに中

継局が開局した地域を対象に、放送事業者において受信実態調査を実施し、新たな難視地
区の特定が行われている。また、徳島県及び佐賀県におけるデジタル放送の区域外波の受
信状況についても、総務省予算によりデジサボにおいて調査が実施されている。 
 「デジタル化困難共聴世帯」については、計算機シミュレーションにより受信点移設の
範囲の精査、及び受信点移設に伴う費用の試算が行われ、デジタル化困難共聴の絞り込み
が行われている。 
 放送事業者では、現在、「新たな難視世帯」及び「デジタル化困難共聴世帯」のある地区
に対し、対策計画案を検討しており、その結果を受けて、受信実態等の調査結果とあわせ
地元地方公共団体等関係者との調整を、総合通信局とともに行うこととしている。本年（平
成 21(2009)年）8 月には「地上デジタル放送難視地区対策計画」として初版を策定・公表
する予定としている。 
なお、平成 20(2008)年以降開局した中継局に係る受信実態調査についてはデジサボにお

いて随時実施していくこととしており、その結果を受けて、「地上デジタル放送難視地区対
策計画」を定期的に更新していく予定としている。 
 
②デジタル難視対策の支援措置 
国においては以下の支援措置を講じている。 

・ 共聴施設の新設に対する支援(平成 21(2009)年度から補助率 2/3 に拡充) 
・ 平成 21(2009)年度補正予算案において、共聴施設の受信点移設に伴う伝送路施設整備
の一部を全額補助 
・ 平成 21(2009)年度補正予算案において、デジタル難視聴解消のためのデジタル中継局
の整備に対し支援(補助率 2/3) 
また、ＮＨＫにおいては、共聴新設に対し、ＮＨＫのデジタル放送が難視聴である等の一
定の条件の下、独自の財政的支援等を行っている。 
 
（2）審議会における議論 
○ 難視聴地域への対応は「本来、誰がやるべきか」というような「べき論」を飛び越え

てやらなければいけないことも起こるだろう。 
○ 地デジ難視地区対策計画（仮称）の策定・公表について以下を要望する。 
・ 平成 21(2009)年 8 月に策定される対策計画について、その概要をできるだけ早期に

示すこと。 
・ 対策計画の策定にあたっては、地元地方自治体等関係者との調整を実施した上で、
策定・公表し、計画の確実な実施による難視聴世帯の解消を図ること。また、対策計
画は随時見直し、難視聴世帯の早期解消に努めること。 

・ 地デジ難視地区は、本来、国及び放送事業者の責務により解消すべきであり、対策
計画の策定については、可能な限り、中継局によることとし、計画の実施にあたって
は対象世帯及び地方自治体に負担を求めないこと。 

・ 対象世帯に対しては、国及び放送事業者の責務として、対象となった理由や地上系
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